
きょうされん訴訟運動
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この受領証は、大切に保管してください。
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（電話番号　　　　　　　-　　　　　　　　-　　　　　　　　）

裏面の注意事項をお読みください。（ゆうちょ銀行）（承認番号 東 第４９８５９号）

これより下部には何も記入しないでください。
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きょうされん訴訟運動

障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会

障害があるために必要となる
社会的支援は「益」なのか！？

生きることに最低限必要な
ヘルパーの派遣時間が保障されない！

障害があるために必要となる
社会的支援は「益」なのか！？

生きることに最低限必要な
ヘルパーの派遣時間が保障されない！

わが国の社会保障施策を
障害者の人権保障の視点から
社会に問う！！

障害があってもふつうに暮らしたい
障害を個人の責任とする法制度の違憲性を訴えます

裁判に挑んだ原告、家族を応援してください裁判に挑んだ原告、家族を応援してください

障害者自立支援法の廃止を求める
10.31全国大フォーラムに参加した人たち

〒162-0052 東京都新宿区戸山１－２２－１
日本障害者協議会気付
TEL.03－5287－2346 / FAX.03－5287－2347

勝利をめざす会事務局

キリトリ線

原
告
を
支
え
る
３
,０
０
０
万
円

支
援
募
金
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
！



この場所には、何も記載しないでください。

（ご注意）
・この用紙は、機械で処理します
ので、金額を記入する際は、枠内
にはっきりと記入してください。
また、本票を汚したり、折り曲げ
たりしないでください。
・この用紙は、ゆうちょ銀行又は
郵便局の払込機能付きＡＴＭでも
ご利用いただけます。
・この払込書を、ゆうちょ銀行又
は郵便局の渉外員にお預けになる
ときは、引換えに預り証を必ずお
受け取りください。
・この用紙による払込料金は、ご
依頼人様が負担することとなりま
す。
・ご依頼人様からご提出いただき
ました払込書に記載されたおとこ
ろ、おなまえ等は、加入者様に通
知されます。
・この受領証は、払込みの証拠と
なるものですから大切に保管して
ください。

収 入 印 紙

３万円以上
貼　　　付

印

訴訟には、多額の費用がかかり、弁護士さんにも
必要最低限の費用で活動していただいています。
弁護の諸経費や原告の諸活動費にご協力ください。

内橋克人（経済評論家）、大谷藤郎（国立ハンセン病資料館名誉館長）、落合恵子（作家）、勝又和夫（日本障害者

協議会代表）、金子  勝（慶應義塾大学教授）、香山リカ（精神科医・立教大学教授）、堤  未果（ジャーナリスト）、

仲村優一（日本社会事業大学名誉教授）、樋口恵子（評論家・東京家政大学名誉教授）、三澤  了（ＤＰＩ日本会議議長）

私たちはこの訴訟の勝利
のためのご支援とご参加
を心からよびかけます

　「障害者自立支援法」は、「障害」があることによる社会的
な支援を「益」であるとし、必要なサービスに「応益」負担を
強制します。「障害があることは個人の責任」なのでしょうか。
　　○地域でふつうにくらしたい！
　　○はたらきたい！
　　○社会に参加したい！
　そんなささやかな願いや希望をかなえるのが、めざすべき方
向であり、それを実現させる法律であるべきではないでしょうか。
この自立支援法の根幹の考え方は、どうしても納得できません。
　私たちは、同じ怒りをもつたくさんの当事者を代表し、勇気
をもって訴訟に立ち上がった原告、家族を物心両面で支えてい
くことを目的として、2008年10月28日「勝利をめざす会」を結
成しました。日本国憲法、障害者権利条約に反するこの法律を
司法に訴え、障害者の人権保障を築く一歩にしたいと思います。
　この訴訟運動にご理解いただき、原告、家族への支援ととも
に3,000万円募金にもご協力をお願いいたします。

◆振替口座
　※下記の払込用紙をお使いください。

◆銀行口座　   ゆうちょ銀行　
　機関コード　９９００
　店番　　　   ０１９
　店名　　　   〇一九店(ゼロイチキュウ店)
　口座番号　　当座　０３３６６６６
　口座名　　　キョウサレンソショウウンドウ

大江春樹さん
　私がいちばん言いたいのは、お金がもらいたいから働いているのに、
何で利用料を払う必要があるのかということです。納得できません。

吉本春菜さんと母・裕子さん
　21歳の娘・春菜は「つくしんぼう」で週５日勤務しています。母と
して子どもの幸せを願うし、親亡き後も健やかに安心して暮らせるよ
うにするために決意しました。

秋保和徳さん、喜美子さん
　人間社会の基本を問いなおす大切な訴訟だと
思います。私たち夫婦も原告としてがんばります。

原告の思い原告の思い

支援募金のあて先

2008年10月31日、原告２９名が８地裁に、

障害者自立支援法を憲法違反とする

全国一斉提訴を行いました。

原告を支える３,０００万円支援募金にご協力ください！
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